
水道行政の現状と課題

厚生労働省健康局水道課

課長 宮崎 正信

平成２７年６月１６日

（一社）全国管工機材商業連合会
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１．新水道ビジョンの推進について
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実績値：大正8年以前は内閣統計局の推計による各年1月1日現在（明治5年は太陰暦正月末日現在）の日本国籍を有するものの人口である。大正9
年以降は「国勢調査」及び「人口推計」による10月1日現在であり、昭和30から45年までの各数値は沖縄県を除く。

推計値：日本の将来推計人口（平成24年1月推計）の死亡中位仮定出生中位、高位(参考)：死亡低位仮定出生高位、低位(参考)：死亡高位仮定出
生低位

日本の将来推計人口

ピーク2010年
１億2,806万人

2110年
4,286万人

50年後は・・・・・
41百万人減
2010年の68％まで減少

100年後は・・・・・
85百万人減
2010年の33％まで減少

使う人が減れば給水量も減
る。

2060年
8,674万人

水道サービスの持続性の確保（課題）人口減少社会の到来
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総資産額（H20末） ４６．７兆円
（ ピーク時は 約1.8兆円/年 ）

投資額は年々減少
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水道の普及率の推移

水道事業における投資額の推移 （平成20年価格）

出典：水道統計

総資産額（H20末） ４６．７兆円
（ ピーク時は 約１．８兆円／年 ）

水道の普及率は、平成２４年度末で９７．７％。
水道施設の総資産（Ｈ２０末現在）は、４６．７兆円と試算される。

拡張時代に投資した水道の資産（特に整備のピーク期）の更新時期が到来し、今後、大量に更新時期を迎える。
更新費用を確保すべく料金収入による健全かつ安定的な事業運営がなされるよう取り組む必要がある。

水道の普及率と投資額の推移
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○H25年度の管路更新率0.79%から単純に計算すると、

全ての管路を更新するのに約１３０年かかると想定される。

管路更新率（％）

×100更新された管路延長

管路総延長

管路経年化率（％）

×100
法定耐用年数を超えた管路延長

管路総延長

出典：水道統計

 水道管路は、法定耐用年数が４０年であり、高度経済成長期に整備された施設の更新が進まないため、管
路の経年化率 （老朽化） は、ますます上昇すると見込まれる。

○年々、経年化率が上昇。

→ 老朽化が進行
○年々、更新率が低下し、近年は横ばい。

→ 管路更新が進んでいない

管路の老朽化の現状と課題

H25年度
厚生労働

大臣認可

都道府県

知事認可
全国平均

管路更新率 0.86% 0.64% 0.79%

管路経年化率 12.0% 7.2% 10.5%

管
路
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）
管路事故が年間約2

万７千件も発生
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今後30年間における管路の経年化の進展
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更新管路（H18～H25の各時点で

過去10年の更新量）

非経年管路

経年管路（布設後40年経過）

【試算条件】
・全管路延長は65万４千km※で一定
※平成25年度末延長

・年間更新率は0.79※で一定
※平成25年度実績

・管路経年化率は、法定耐用年数の40年と
設定

【凡例】
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水道管路の都道府県別管路経年化率（平成25年度）
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水道管路の都道府県別更新率（平成25年度）
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大規模地震に対する備え
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地震による管路等の被害箇所

東日本大震災 災害査定資料による考察

（配水管等）

継手部のほかに、仕切弁、空気弁、サドル分
水栓部、過去の補修箇所など

（給水装置）

分岐部（サドル・チーズ）、障害物の取り回し
部（エルボ）、止水栓・メーター周りなど

出典：東日本大震災水道施設被害状況調査最終報告書より
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 平成24年度から1.3ポイント上昇
しているが、耐震化が進んでいる
とは言えない状況。

 水道事業者別でも進み具合に大
きな開きがある。

19.7 
21.4 22.1 

0

10

20

30

40

50

H23 H24 H25

耐
震
化
率
・
％

年度 年度 年度

 単独での改修が比較的行い
やすいため、浄水施設に比
べ耐震化が進んでいる。

 施設の全面更新時に耐震化
が行われる場合が多く、基幹
管路と比べても耐震化が進
んでいない。

水道施設における耐震化の状況（平成25年度末）
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水道管路は、高度経済成長期に多くの延長が布設されているが、これらの多くは耐震性が低く、震災時の安定給水に
課題がある。全国の耐震適合性のある管路の割合は３４．８％にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差があ
ることから、全体として底上げが必要な状況である。

【全国値】（平成24年度） （平成25年度）

３３．５％ → ３４．８％
１年間の伸びは１．３ポイント

水道基幹管路の耐震適合率（平成25年度末）
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５万人未満

５万人以上25万人未満

25万人以上50万人未満

50万人以上100万人未満

100万人以上

水道事業全体

水道用水供給事業

計画あり

計画なし

（人数は、現在給水人口）

耐震化計画の策定状況（平成25年度調査）

耐震化計画策定指針の策定を通じて、水道事業体の耐震化計画の策定支援を行っているものの、中小水道事業体を中心に耐震化計画策
定率は低い状況にあり、水道施設の耐震化を全国的に進めていくためにも、策定率を向上していく必要がある。

【基幹管路における耐震化計画策定状況】

水道の耐震化計画等策定指針の改定（H26末）、指針に基づく計画策定支援ツールの開発（H26末）、発展・普及（H27～）
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水道事業におけるアセットマネジメント

長期的な視点での持続可能な水道施設の管理運営には、
アセットマネジメントが必要不可欠

水道事業におけるアセットマネジメントとは・・・
→ 水道施設による給水サービスを継続していくために必要な補修、更新といった施

設管理に必要な費用と、そのための財源を算定し、長期的視点に立って経営して
いくこと。

金額

今後必要な施設更新費用

施設更新への投資可能額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

更新需要に対
応できない

金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

健全施設の
供用延長等

耐震化を伴う
更新の前倒し等

金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

40年後までに○○億円が必要

更新需要の平準化
「今後必要な施設更新費用」と

「施設更新への投資可能額」の比
較

施設の統廃合、ダウンサ
イジング等により、更新費
用の削減の検討

料金改訂等により、
財源の確保の検討

持続可能な
事業運営へ

16



今後の事業実施にあたっては、アセットマネジメントの結果を活用し戦略的な事業運営を！

厚生労働省のアセットマネジメントに関する取り組み

 厚生労働省は、平成21年7月7日に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する
手引き」を作成
 中小規模の水道事業者においては、手引きが詳しいためすぐに実践するには活用しにくい面もあ

ると考えられることから、アセットマネジメント実践のための「簡易支援ツール」を作成し、平成25年
6月に公表
 全ての都道府県で「簡易支援ツール」に関する講習会等を実施し、水道事業者のアセットマネジメ

ントへの取組を推進。
 平成25年度の全体の実施率は平成24年から1年で22.2ポイント上昇（399事業者が簡易支援ツー

ルを使用してアセットマネジメントの実施、検討）。

アセットマネジメントの実施状況 （単位：事業者数）

計画給水人口
5万人
未満

5万人～
10万人

10万人～
25万人

25万人～
50万人

50万人
以上

用水供給
事業

合 計

H24 割 合 12.5% 46.4% 66.2% 72.1% 84.0% 67.0% 29.4%

H25

調査事業者数 958 209 144 57 26 92 1,486

実施事業者数 348 145 126 53 26 69 767

割 合 36.3% 69.4% 87.5% 93.0% 100% 75.0% 51.6%

H24からH25への割合の伸
び（ポイント）

23.8 23.0 21.3 20.9 16.0 8.0 22.2

注）実施事業者数には実施中の事業者も含まれる （平成26年1月末時点） 17



水道事業における職員数の減少と高齢化

 水道事業に携わる職員数は、ピークと比べ ３割程度減少しており、更には職員の高齢化
（５０才以上の職員が全体の約４割） も顕著で水道技術の継承が課題となっている。
 今後は、経営基盤、技術基盤の強化のため、近隣水道事業との広域化や官民との連携な
どにより水道事業を支える体制を構築する必要がある。
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職員の高齢化
１０年以内に約４割の職員が退職を迎える

水道事業における職員数の推移 年齢別職員数

職員数の減少
水道事業の職員数は約３０年前に比べて約３割減少
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新水道ビジョンの策定

19

新水道ビジョン（平成25年3月公表）

各種方策の推進（例）

アセットマネジメントの徹底
水道施設のレベルアップ

・施設更新、耐震化

広域化・官民連携等による組織力アップ

【 基本理念 】
地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道

持続
持続性の確保

安全
安全な水の供給

強靱
強靱な水道の構築

取組みの方向性 方策推進の要素

平成１６年６月 水道ビジョンを策定
水道のあるべき将来像について、関係者が共通の目標を持ち、その実現に向けて取り組んでいくための具体的な施策や工程を示す。

役割分担の明示
都道府県ビジョンの策定
水道事業ビジョンの策定

方策の推進

～ 水道ビジョン（平成16年6月）の策定から８年以上が経過 ～

 東日本大震災による水道施設の大規模な被災の経験
 人口減少社会の到来により事業環境が一層厳しくなる懸念

平成２４年２月から新水道ビジョンの検討を開始

枚挙にいとまがない課題
・給水人口・給水量、料金収入の減少
・水道施設の更新需要の増大
・水道水源の水質リスクの増大
・職員数減少によるサービス水準の影響
・東日本大震災を踏まえた危機管理対策

挑戦
将来の課題に挑戦する意識

を持って取り組むこと

連携
関係者間の連携によって方

策を推進すること



新水道ビジョンの推進

水道の
理想像

安全
・安心して飲める水道
・適正な水質管理体制
・統合的アプローチによる対応

強靱
・危機管理に対応できる水道
・適切な施設更新、耐震化
・被災してもしなやかに対応

持続
・国民から信頼され続ける水道
・長期的に安定した事業基盤
・人口減少社会を踏まえた対応

当面の
目標点

水道関係者の連携によ
り、全ての水道が安全な
水を確保

全ての水道事業者が、最
重要給水拠点に関する管路、
配水池、浄水場の耐震化を完了

全ての水道事業者が、
資産管理（アセットマネジ
メント）を実施

取組の
方向性

○ 良好な水源の保全
と確保

○ 水源に応じた水道
施設の整備

○ 浄水処理における
水質管理

○ 水質情報の需要
への広報・周知体制
の確立

○ 全水道施設の耐震化
を段階的に実施

○ 災害時においても、必
要最小限の供給を可能
とするため、給水拠点と
なる施設の強化

○ 災害時に関係者との連携
による応急給水・応急復旧活
動が展開できる給水手段の確
保

○ 水道施設全体を細
やかに管理・運営

○ 老朽化施設の更新
○ 持続的な経営に必

要な財政基盤の強化
○ 基幹的な業務に携

わる専門性を有した職
員の確保

○「挑戦」の意識・姿勢 ○関係者間の「連携」

20



２．平成27年度予算
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平成２７年度水道施設整備関係予算
（単位：百万円）

注1）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）、復興庁計上分の総計。
注2）：平成26年度予算額欄の上段（ ）書きは、平成25年度補正予算額を含む。

注3）：平成27年度予算案欄の上段（ ）書きは、平成26年度補正予算案を含む。
注4）：百万円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない。

区 分

平 成 2 6 年 度
予 算 額

A

平 成 2 7 年 度
予 算 額

B

対 前 年 度
増 △ 減 額

B－A

対 前 年 度
比 率

（％）
B/A

（ ８６,８２１） （７２,５１６）

水道施設整備費 ４０,７３０ ４７,３０５ ６,５７５ １１６.１

（ ２７,４６５） （ １６,１５５）

簡 易 水 道 １３,８５３ １４,１５５ ３０２ １０２.２

（ ４３,５９０） （ １２,７０１）

上 水 道 １１,５１３ １１,２０１ Δ ３１２ ９７.３

（ ９１） （ １００）

指 導 監 督 事 務 費 等 ９１ １００ ９ １０９.９

（ ７５２） （ ５６１）

災 害 復 旧 費 ３５０ ３５０ ０ １００.０

（ ２６,５００）

耐 震 化 等 交 付 金 ０ ５,０００ ５,０００ －

（ １４,９２３） （ １６,４９８）

東 日 本 大 震 災 １４,９２３ １６,４９８ １,５７５ １１０.６

水道施設整備費
※災害復旧費（東日本含む）を除いた場合

（ ７１,１４６） （ ５５,４５７）

２５,４５７ ３０,４５７ ５,０００ １１９.６
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水道施設整備費 年度別予算額推移
（平成21年度から平成27年度）

600億円

400億円

800億円

当初
958億円

補正
76億円

200億円

1,000億円

当初
737億円

補正 25億円

当初
416億円

当初
518億円

（全国防災201
億円

含む。）

当初
344億円

（一括交付金
戻り分92億円

含む。）

当初
255億円

21’予算額 22’予算額 23’予算額 24’予算額 25’予算額
＋

24’補正予算額

1,034億円

762億円

518億円

644億円

712億円

26’予算額
＋

25’補正予算額

416億円

注１） 内閣府（沖縄県）、国土交通省（北海道、離島・奄美地域、水資源機構）計上分を含む。
注2） 億円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない

76.9％

56.4％

66.4％

74.1％

73.7％

54.6％

124.5％

124.3％

110.6％

事業仕分けの反映

補正
300億円

補正
457億円

27’予算額
＋

26’補正予算額

555億円

78.4％

119.6％

当初
255億円
（公共）

補正
250億円

当初 50億円
（非公共）

公共 35億円

非公共 215億円
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１．水道施設整備費補助 27年度予算額：２５５億円（うち厚生労働省計上分：１４６億円）
26年度予算額：２５５億円（うち厚生労働省計上分：１４６億円）

ダム等の水道水源開発や病原性原虫等の不安や異臭味被害等に対応した高度浄水施設の整備及び水道未普及地域の解
消や地方生活基盤の充実等を図るための簡易水道の施設整備に必要な経費について、財政支援を行う。

【補助先】都道府県、市町村、一部事務組合
【補助率】1/2 , 4/10 , 1/3 , 1/4

新２．生活基盤施設耐震化等交付金（厚生労働省計上） 27年度予算額：５０億円
26年度予算額： －億円

国民生活に密接に関係する水道施設及び保健衛生施設等の耐震化を推進するとともに水道事業の広域化を推進し、水
道施設の効率化や人員体制の集約化を図り水道事業体の運営基盤を強化するための施設整備に必要な経費について、財
政支援を行う。

【交付先】都道府県（都道府県がとりまとめた耐震化等に関する事業計画に基づき、耐震化対策等に要する経費の一
部を交付）

【交付率】水道施設：1/2 , 4/10 , 1/3 , 1/4
保健衛生施設等：3/4 , 2/3 , 1/2 , 1/3 , 定額

３．水道施設の災害復旧に対する支援【東日本大震災復興特別会計】（復興庁一括計上）
27年度予算額：１６５億円
26年度予算額：１４９億円

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成27年度に復旧が予定されている施設の復旧に
必要な経費について、財政支援を行う。

【補 助 率】80/100～90/100〈財政援助法による嵩上げ〉、1/2

（参考）平成26年度補正予算額
水道施設の耐震化対策等 ２５０億円

災害時においても安全で良質な水道水を安定的に供給するための水道施設等について、地方公共団体が実施する耐震化を推進するため、
新たな交付金を創設するとともに、高度浄水施設等の整備に要する費用に対して補助を行う。

水道施設災害復旧事業 ２億円
平成26年８月に発生した大雨等により被災した水道施設の早期復旧を図るため、復旧に要する費用に対して補助を行う。

平成２７年度水道施設整備関係予算事業概要
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高度経済成長期に整備された水道施設が更新時期を迎えつつあり、今後、老朽

化した施設の更新需要の急増が見込まれる。

また、老朽化施設の更新率が年々低下しているとともに、耐震化率･耐震化適合

率も依然低い状況。

安全で質が高く、強靱で持続可能な水道を構築
運営基盤が脆弱な小規模水道事業体が多いことから、水道事業の統合を含めた広域化を推進する。これにより、民間事

業者の参入を含めた水道施設の効率化や人員体制の集約化を図り水道事業体の運営基盤を強化するとともに、水道施設の
耐震化対策等を推進し、将来にわたり持続可能かつ強靱な水道を構築する。

耐震化（強靱な水道の構築）広域化（施設の効率化・経営の安定化）

持続可能かつ強靱な水道の構築

【課題】
◆人口減少に伴う給水収益の減少
◆施設稼働率の低下
◆職員の削減
◆老朽化した施設の増加 など

【解決策】
◆複数水道事業体の統合

・民間事業者の活用
・人材（技術者）の確保と適正配置

◆統合に伴う施設の再配置（施設整備）

運営面や技術面の強化など様々な課題解決
については、小規模水道事業体では対応が困
難な状況。

75
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135
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5,000
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30,000

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

給水収益

給水人口

給
水
収
益
（
億
円
）

給
水
人
口
（
百
万
人
）

給水人口及び給水収益の実績と見通し

（出典）給水人口及び給水収益の実績：水道統計、

将来人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計（平成24年1月・中位推計）

人口減少に伴う

給水収益の減少が

見込まれる

事業統合に伴う水道施設の再構築

水道施設の適切な更新・耐震化が実施

されていなければ、安全な水を安定的に

給水できないだけではなく、大規模災害時

等において、断水が長期化することにより、

市民生活に甚大な影響を及ぼす。
東日本大震災における継
手離脱

大規模な漏水事故

国土強靱化アクションプラン2014
・耐震化の推進

基幹管路耐震適合率 Ｈ24年度末 34％ → Ｈ34年度末 50％
・基幹管路、断水の影響が大きい施設、重要度の高い施設（病院や避難所な
ど）の優先的な耐震化

施設の計画的な更新や耐震化による強靱な水道の構築が急務

◆更新率 Ｈ13年 1.54％ → Ｈ25年 0.79％

◆耐震化適合率 Ｈ24年 33.5％ → Ｈ25年 34.8％
管路

生活基盤施設耐震化等交付金
◇ 地方公共団体（都道府県、市町村、一部事務組合）が整備を行う、水道施設の耐震化等を推進するため、地方公共団体にとって自由度

が高く、創意工夫を生かせる交付金を創設。
◇ 都道府県が作成した水道施設の耐震化・広域化に関する整備計画に基づき耐震化対策等に要する経費を一体的に支援。 25



３．最近のトピックスについて
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水循環基本法について

水循環施策の総合的かつ一体的推進

健全な水循環の維持又は回復

第１回水循環政策本部会合（２０１４年７月
１８日）
で挨拶する安倍内閣総理大臣

水循環基本法（平成26年4月2日公布、7月1日施行）のポイント

１．水循環に関する施策を推進するため、水循環政策本部を設置
２．水循環施策の実施にあたり基本理念を明確化
３．国、地方公共団体、事業者、国民といった水循環関係者の責務を明確化
４．水循環基本計画の策定
５．水循環施策推進のための基本的施策を明確化

水循環政策本部長：内閣総理大臣
水循環政策副本部長：内閣官房長官及び

水循環政策担当大臣
水循環政策本部員：すべての国務大臣

 水循環基本計画の案の作成及び実施の推進
 関係行政機関が水循環基本計画に 基づいて

実施する施策の総合調整
 水循環に関する施策で重要なものの 企画及び

立案並びに総合調整

組
織

事
務

水循環に関する施策を“集中的” かつ“総合的” に
推進するため。

目
的

水循環政策本部－内閣に設置－

経済社会の健全な発展
国民生活の安全向上
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水循環基本法（５つの基本理念）

水については、水循環の過程において、地球上の生命
を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たし
ていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のた
めの取組が積極的に推進されなければならない。

水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いも
のであることに鑑み、水については、その適正な利用が
行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわ
たって享受できることが確保されなければならない。

健全な水循環への配慮

水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避
され又は最小となり、健全な水循環が維持されるよう
配慮されなければならない。

水は、水循環の過程において生じた事象がその後の
過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、
流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一
体的に管理されなければならない。

流域の総合的管理

健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題
であることに鑑み、水循環に関する取組の推進は、国
際的協調の下に行われなければならない。

水循環に関する国際協調

水の公共性

水の適正利用に向けた取り組みイメージ

水循環施策の

取り組みイメージ

水循環の重要性
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指定給水装置工事事業者制度(指定事業者制度)の現状と課題

今後の取り組みと検討課題

現状と課題

 現行の指定事業者制度は、規制緩和の流れを受けて
平成８年に水道法を改正し創設。

 法に基づく全国一律の指定基準のもと、広く門戸が開
かれ、工事店の指定数は増加。（H9：2万5千者⇒H25：
22万8千者、約９倍に急増）

⇒ 現行制度は新規の指定のみであり、廃止、休止等の状況が反映され

づらく、また水道事業者は指定工事店の実態把握や指導等が困難な
状況でトラブルも多発。

(公社)日本水道協会や全国管工事業協同組合連合会から、指定事業者の更新制度創設の要望がある。

 関係団体と連携して、水道事業者等へのアンケートを行うなど、トラブルの状況や指定事業者制度の問題
点など実態を把握する。

 給水装置の安全性や信頼性を高めるために、把握した実態や要望事項を踏まえ、指定事業者のレベル
アップや給水装置工事主任技術者の技術力確保を図る取組みの検討を進める。

 給水装置工事の技術的管理を担う給水装置工事主任
技術者の国家試験を毎年度実施。（免状発行者数：約
27万5千人）

⇒ 無届工事や施行不良などが発生し、給水装置工事主任技術者の技術
力の低下が懸念。

⇒ 長期的視点に立ち継続して技術者を確保していくことが必要。

指定事業者数の推移
※H17、18年度は調査未実施

H9 2万5千者

H25 22万8千者

約９倍に急増
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H27年度 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会

検討の目的

 現行指定事業者制度の問題点、課題等の実態を具体的に把握・評価

 その結果を基に今後の指定事業者制度についての課題解決の方向性・対策案（概略）を検討

検討事項（予定）

（1）指定事業者制度に関する現状について

・指定事業者制度の概要の確認

・指定事業者制度の具体的問題点の把握と整理

（2）指定事業者制度に関する課題について

・解決すべき課題の設定

（3）課題解決の方向性について

（4）方向性を踏まえた対策案（概略）について

（5）その他

スケジュール（予定）

平成２７年に４回開催

第１回 平成２７年５月２５日

第２回 ６月２３日

第３回 ９月頃

第４回 １１月から１２月

 有識者、水道事業者、関係団体による検討会を開催（委員数：１１名）

検討会の開催
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平成26年度水道関係トピックス
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